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（放課後子どもプラン）

次世代育成支援に関係する制度の現状

放課後子ども教室
（18年度までは地域子ども教室推進

事業、文部科学省）

０歳 青少年期６歳３歳１歳

地域子育て支援

保 育
放課後児童

９歳

放課後
児童クラブ

幼 稚 園

勤務時間短縮等の措置

働 き 方

（文部科学省）

経済的支援

児 童 手 当

育児休業給付

母子保健事業

出産手当金

出産育児
一時金

（努力義務）

※特記ないものは平成18年度

実績

（8,318か所、参加子ども数2,109万人（延べ））
（13,723か所、171万人）

（19.5.1現在）

（16,685か所、74.9万人）
（19.5.1現在）

小学校卒業まで
第1子、第2子月額5,000円、第3子以降月額10,000円

（3歳未満については第1子から月額10,000円）
1出産児に対して35万円

（分娩費用等に充当）

休業取得期間に対して休業前賃金の40%
（19年10月からは50%）が支給

標準報酬日額の
3分の2が支給

育児休業

母性健康管理、
母性保護

子どもが満1歳まで（保育所に入所できない
場合等は最大1歳半まで）取得可

産前6週、産後8週
（勤務させることが禁止）

通院のための休暇、通勤緩和、時
間外労働等の制限など

短時間勤務、フレックスタイム、始業・就業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、
託児施設の設置運営などのいずれかの措置の実施を事業主に義務付け

産前産後
休業

（認定こども園 105か所（19.8.1現在） ）

母子健康手帳交付
妊婦健診

乳幼児健診（（３ヶ月）・１歳半・３歳）／母子保健指導

全戸訪問 育児支援家庭訪問

認可外保育施設・事業所内託児施設等 （7178箇所18万人（18.3現在））

家庭的保育事業 ／ 病児・病後児保育

・トワイライトステイ事業（236箇所）
・ショートステイ事業（511箇所）

・ファミリー･サポート･センター （480か所）

社会的養護に関する事業 （乳児院120箇所・児童養護施設559箇所等）

児童館 4,716箇所（H17.10)

母子保健

社会的養護

･･･負担金（義務的経費）

･･･補助金（裁量的経費）

･･･一般財源化・社会保険等

延長保育・休日夜間保育・特定保育

地域の各種子育て支援
・一時預かり事業（6727か所）

・地域子育て支援拠点（4，363か所）

※実線は一般会計、波線は特別会計

認可保育所 （22,848か所、202万人）（19.4.1現在）
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保育サービスの全体像

延長保育

開所時間：１１時間 11時間超分

夜間保育（通常保育）
開所時間：１１時間

保育所（通常保育）
保育所運営費
（負担金）

月
火
水
木
金
土

特定保育
（週２～３日or
半日の

部分的利用）

トワイライトステイ
（夜間養護等事業）

時間軸：（早朝） （深夜）

認可外保育施設

幼稚園 預かり保育

家庭的保育

４時間
例）９：００から

児童育成事業
（補助金）

ソフト交付金
（補助金）

ソフト交付金
（補助金）

児童育成事業
（補助金）

児童育成事業
（補助金）

※上乗せ経費分

保育所運営費
（負担金） ＋

事業所内託児施設
雇用保険助成金

（補助金）

例：１１：００から ２２：００まで

例）７：００から 例）１８：００まで

病児・病後児保育
児童育成事業
（補助金）

例：１８：００から 例）２２：００まで

休日保育（日曜・祝日等） 児童育成事業
（補助金）

日
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「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」における
次世代育成支援関連給付・サービスの体系的整理

平成19年12月にとりまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」においては、現行の次世代育成支援
に関連する給付・サービスについて、それぞれの給付・サービスが担っている機能に着目し、以下のように整理。

（第５回基本戦略分科会（平成19年10月）資料より抜粋）

（雇用政策）育児休業（給付）、短時

間勤務制度等

（福祉政策）保育 放課後児童クラブ

（現物給付） 一時預かり （現金給付） 出産・育児一時金 児童手当

健診・全戸訪問 子育て支援拠点 放課後子ども教室

共働き家庭片働き家庭
親
の
就
労
と
子
ど
も
の

育
成
を
支
え
る
支
援

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る

支
援

機 能 支援の内容（典型的なもの）

（
対
個
人
給
付
）

（
対
集
団
支
援
）
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「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項

《保育サービスの提供の新しい仕組み （公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》

・ 保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）

・ 契約などの利用方式のあり方

・ 市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）

・ 情報公表や第三者評価の仕組み

・ 地域の保育機能の維持向上

《放課後児童対策の仕組み》

（ ※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場 ）

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の

・ 量的拡充

・ 質の維持・向上

・ 財源のあり方

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含

働き方の見直しの必要性

質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
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の
最
善
の
利
益
の
保
障

質
の
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上
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け
た
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組
の
促
進
方
策

《保
育
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ー
ビ
ス
の
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」の
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持
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上
》

・
保
育
の
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割
拡
大
に
応
じ
た
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討

・
認
可
保
育
所
を
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本
と
し
つ
つ
認
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外
も

含
め
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質
の
向
上

社
会
全
体
で
の
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層
的
負
担
・「
目
的
・
受
益
」
と
連
動
し
た
費
用
負
担

・

地
方
負
担
の
あ
り
方
（
不
適
切
な
地
域
格
差
が
生
じ
な
い
）

・

事
業
主
負
担
（
給
付
・
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
等
を
考
慮
）

・

利
用
者
負
担
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あ
り
方
（
低
所
得
者
に
配
慮
）

包
括
性
・
体
系
性
、
普
遍
性
、
連
続
性
の
実
現
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた
基本的考え方 概要

〔平成２０年５月２０日 社会保障審議会 少子化対策特別部会とりまとめ〕

１１ 基本認識基本認識

２ サービスの量的拡大
・子育て支援サービスは、全般的に「量」が不足（必要な人が必要な時に利用できていない）。大きな潜在需要を抱えている。
・ 限られた財源の中、｢質｣の確保と｢量｣の拡充のバランスを常に勘案し、｢質｣の確保された｢量｣の拡充を目指す必要。
・｢量｣の抜本的拡充のためには、多様な主体の多様なサービスが必要であり、参入の透明性・客観性と質の担保策が必要。

３ サービスの質の維持・向上
《全体的事項》
・ 質の高いサービスによる子どもの最善の利益の保障が重要。質の向上に向けた取組の促進方策を検討すべき。
《保育サービス》
・ 役割の拡大に応じた保育の担い手の専門性の向上、職員配置や保育環境の在り方の検討が必要。
・ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、保育サービス全体の「質」の向上を考える必要。

４ 財源・費用負担
・ 次世代育成支援は、｢未来への投資｣や｢仕事と子育ての両立支援｣の側面も有し、社会全体（国、地方公共団体、事業

主、個人）の重層的負担が求められる。
・ 給付・サービスの｢目的・受益｣と｢費用負担｣は連動すべきことを踏まえ、関係者の費用負担に踏み込んだ議論が必要。
・ 地方負担については、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みが必要。
・ 事業主負担については、「仕事と子育ての両立支援｣や「将来の労働力の育成」の側面、給付･サービスの目的等を考慮。
・ 利用者負担については、負担水準、設定方法等は重要な課題。低所得者に配慮しつつ、今後、具体的議論が必要。

○「子どもと家族を応援する日本重点戦略」を受け、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方をとりまとめたもの。
○引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、以下の基本的考え方に基づき、具体的制度設計を速やかに進めていく必要がある。

～新制度体系が目指すもの～
① すべての子どもの健やかな育ちの支援
② 結婚・出産・子育てに対する国民の希望の実現
③ 未来への投資（将来の我が国の担い手の育成の基礎等）

～新制度体系に求められる要素～
①包括性･体系性 (様々な考え方に基づく次世代育成支援策の包括化・体系化)
②普遍性 （誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択・利用できる）

③連続性 （育児休業から小学校就学後まで切れ目がない）

効果的な財政投入 ・ そのために必要な財源確保 ・ 社会全体による重層的な負担

【参考】
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５ 保育サービスの提供の仕組みの検討
・ 今日のニーズの変化に対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する

対人社会サービスとしての公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方）を
基本に、新しい保育サービスの提供の仕組みを検討していくことが必要。

・｢保育に欠ける｣要件については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に
サービスの必要性を判断する新たな基準等の検討が必要。

・ 契約など利用方式の在り方についても、新しい保育メカニズムの考え方を踏まえ、利用者の選択を可能とする方向で検討。
・ その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、市町村等の適切な関与や、保護者の選択の判断材料として機能しうる

情報公表や第三者評価の仕組み等の検討が併せて必要。また、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質の
向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要。

・ 新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量」の保障と財源確保が不可欠。
・ 幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえた就学前保育・教育の在り方全般の検討が必要。

６ すべての子育て家庭に対する支援等
・ 新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、仕事と子育ての両立支援のみならず、すべての子育て家庭に

対する支援も同時に重要。その量的拡充、質の維持・向上、財源の在り方を考えていくことが必要。

７ 多様な主体の参画・協働
・ 保護者、祖父母、地域住民、ＮＰＯ、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して支援を行うべき。
・ 親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など積極的な親の参画を得る方策を探るべき。

以上の基本的考え方を推進していくため、今後、サービスの利用者（将来の利用者含む）、提供者、地方公共団体、事業主等、多くの関係者の
意見を聴くとともに、国民的議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会的資源の投入についての合意を速やかに得ていくことが必要である。
その上で、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計について、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。

８ 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮
・ 新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子ども、社会的養護を必要とする子ども、障害児など特別な支援を必要

とする子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要。

９ 働き方の見直しの必要性･･･仕事と生活の調和の実現
・ 少子化の流れを変えるためには、子育て支援サービスの拡充と同時に、父親も母親も、ともに子育ての役割を果たしうる

ような働き方の見直しが不可欠。仕事と子育てを両立できる環境に向けた制度的対応を含め検討すべき。


